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令和３年長審第２０号 

裁    決 

旅客船Ａ可動橋衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ一等航海士 

    海技免許 三級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官川西篤史出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１の三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 受審人ａ２を懲戒しない。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年１２月２１日１８時５９分半 

 長崎県佐世保港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 旅客船Ａ 
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  総 ト ン 数 １,１５０トン 

  全   長 ７５.１０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出 力 ４,１１８キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) 構造、設備及び性能等 

   Ａは、昭和６２年９月に進水した船首船橋型鋼製旅客船兼自動車

渡船で、船首尾にそれぞれランプドアを有し、２機２軸の固定ピッ

チプロペラ及びバウスラスタ（以下「スラスタ」という。）を装備

し、佐世保港と長崎県有川港を結ぶ１日２往復の定期運航に従事し

ていた。 

   航海船橋（以下「船橋」という。）は、両舷の各ウイング端まで

が一室となった構造で、両舷ウイング船尾側にそれぞれ暴露甲板へ

の出入口が配され、船橋前部中央に操船用コンソールが設けられ、

同コンソールには操舵装置（以下「中央操舵装置」という。）並び

に両舷主機及びスラスタ各操縦盤が組み込まれ、操船用コンソール

の左舷側にレーダー２台が、同レーダー２台のうち左舷側のレーダ

ーディスプレイの上部にＡＩＳ表示盤が、右舷側のレーダーディス

プレイの上部にＧＰＳデータ表示盤が、船橋前面窓の上方に左舷か

ら時計、傾斜計、舵角指示器及び風向風速計がそれぞれ設置され、

船橋両舷窓の下方の棚にスラスタ及び舵の持ち運び式遠隔操縦装置

（以下「遠隔操縦装置」という。）が置かれていた。 

   また、船橋上方の羅針儀甲板には、ＧＰＳアンテナが、船首端か

ら２１メートル、船尾端から５４メートル、左舷端から３メートル、

右舷端から１１メートルの位置に設置されていた。 

   海上公試運転成績書によれば、船首３.３０メートル船尾３.８５
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メートルの喫水における前後進試験の結果は、右舷及び左舷の両主

機（以下、両舷の主機を「両舷機」、右舷の主機を「右舷機」、左

舷の主機を「左舷機」とそれぞれいう。）を使用し、それぞれ回転

数毎分２７２（以下、回転数については毎分のものを示す。）とし

て１６.９ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で前進中、全速

力後進を発令したときから停止するまでに要した時間が３分１６秒

１及び進出距離が８１３メートル、２ノットの速力に減じてから停

止するまでに要した時間が１６秒及び進出距離が９メートル、また、

右舷機のみを使用し、回転数２３４として１１.３ノットの速力で

前進中、同機の全速力後進を発令したときから停止するまでに要し

た時間が２分５秒１及び進出距離が３３４メートル、２ノットの速

力に減じてから停止するまでに要した時間が２８秒及び進出距離が

１３メートルであった。 

   そして、船舶検査手帳によれば、Ａは、本件発生前、令和２年 

１１月２５日第１種中間検査受検時に上架していた。 

 (2) 佐世保港 鯨
くじら

瀬
せ

フェリー桟橋等の状況 

   鯨瀬フェリー桟橋（以下「フェリー桟橋」という。）は、佐世保

港第１区北部の鯨瀬ふ頭先端に所在し、同先端からほぼ真南の方向

に突き出た長さ約１３０メートル幅約１２メートルの桟橋で、その

南東端が佐世保港弁天島灯台から０２３.５度（真方位、以下同

じ。）１,８３０メートルの地点（以下「基点」という。）に位置

し、フェリー桟橋の東西両側には、係船したフェリーのランプドア

からランプウェイを架けて車両を積み下ろしするための連絡橋がそ

れぞれフェリー桟橋と平行に併設されていた。 

   フェリー桟橋上面には、Ａがフェリー桟橋東面に入船左舷着けで

係船した時の船橋位置（以下「係船位置」という。）を示す印が黄
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色塗料によるＮの文字及び塗りつぶした円により表示され、また、

係船位置までの距離を示す目盛が、係船位置の２０メートル手前か

ら５メートル手前までを５メートル間隔で、５メートル手前から係

船位置までを１メートル間隔でそれぞれ黄色塗料による短い直線と

数字により表示されており、Ａの操船者は、Ａを着桟させる際、船

首端から２０メートルに位置する船橋左舷窓直下の外板に赤色塗料

で付した上下方向に延びる短い直線が係船位置の真上となるように

停止させていた。 

   フェリー桟橋に併設された連絡橋のうち東側の連絡橋は、幅約６

メートル、陸岸から海側先端までの長さ約３２メートルで、先端に

油圧ジャッキを備え、潮位等に応じて先端を上下させることができ

る可動式連絡橋（以下「可動橋」という。）であった。 

   また、Ａは、係船位置に係船した時、船首ランプドア下端付近

（以下「船首部」という。）から可動橋先端までの距離が２メート

ルであった。 

 (3) 関係人の経歴等 

  ア ａ１受審人 

    ａ１受審人は、昭和６１年にＸ社に甲板員として入社し、平成

２３年から船長職に就くようになり、Ａには令和元年５月から船

長として乗船し、令和２年１２月６日からａ２受審人の船長昇格

を目的とした離着桟操船の指導に当たっていた。 

    ａ１受審人は、離着桟操船の指導を行うのは初めてで、同日か

ら７日までは自身が行う操船をａ２受審人に見学させ、８日から

同人に操船させ、ａ１受審人の意図と違う操船を行いそうな場合

及びａ２受審人には難しい状況となったと判断したときには、両

舷機、舵及びスラスタの各使用について具体的に指示し、または、
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操船を替わっていた。 

  イ ａ２受審人 

    ａ２受審人は、昭和６２年にＸ社に甲板員として入社し、Ａに

は令和２年１１月から一等航海士として乗船し、同年１２月６日

からａ１受審人の指導の下、船長昇格を目的とした研修生として

離着桟操船訓練を受け、同月１２日から１６日までの間休暇取得

のため一時下船した後、翌１７日再びＡに乗船して同訓練を再開

し、本件発生前にフェリー桟橋への着桟操船を行ったことが５回

ないし６回あった。 

 (4) ａ１受審人のフェリー桟橋への着桟操船及びａ２受審人への指導

状況 

   ａ１受審人は、平素、佐世保港第１区に入航した後、順次減速し

ながらフェリー桟橋南方沖合に向けて航行し、船橋左舷端に立ち、

フェリー桟橋南南西方沖合で両舷機をそれぞれ停止し、フェリー桟

橋南方沖合で左転を始め、船首が北方に向いて船首尾線がフェリー

桟橋東面の桟橋法線（以下「桟橋法線」という。）に平行となった

後、右舷機を極微速力後進とし、続いて左舷機を極微速力前進とし、

舵とスラスタを併用し、風潮流などの外力の影響、速力の低減状況

及びフェリー桟橋への接近状況を自身の感覚のみで判断して両舷機

の各回転数及びスラスタの出力を調整し、緩やかに左転しながら係

船位置に接近して着桟していた（以下、前示平素の入航から着桟ま

での操船を「平素の操船方法」という。）。 

   また、ａ１受審人は、船橋左舷端から桟橋法線までの最短距離

（以下「横距離」という。）が自身の想定よりも長くなり、平素の

操船方法で係船位置に接近しようとして両舷機及びスラスタを長い

時間使用したとき、平素のようには速力が低減していないことに気
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付き、係船位置で停止することができずに可動橋に向首接近するお

それがあると判断して係船位置に達する前に一時停止し、その後、

係船位置への接近を再開したことが時々あった（以下、前示横距離

が想定より長くなったときから一時停止し、係船位置への接近を再

開するときまでの操船を「一時停止する操船方法」という。）。 

   ａ１受審人は、ａ２受審人への離着桟操船の指導に際し、平素の

操船方法については、ａ１受審人の操船を数回見学させた後、ａ２

受審人に繰り返し経験させ、一時停止する操船方法については、同

人に口頭で説明したことがあった。 

 (5) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、ａ１、ａ２両受審人ほか１１人が乗り組み、旅客２６人を

乗せ、車両１５台を積載し、船首３.１８メートル船尾３.８４メー

トルの喫水をもって、令和２年１２月２１日１６時３５分有川港を

発し、佐世保港に向かった。 

   ａ１受審人は、１８時２６分佐世保港西方沖合２.３海里付近に

至り、入港部署を発令し、機関員を操舵及び機関操縦に当て、ａ２

受審人を昇橋させ、同港に入航して佐世保港第３区の航路を東行し

たのち、北上を開始して同港第２区に入り、１８時５０分佐世保港

第１区に所在する弁天島南方沖合１,３００メートル付近に達し、

同人の操船訓練を開始した。 

   ａ２受審人は、中央操舵装置による手動操舵から遠隔操縦装置に

よる手動操舵に切り替えて遠隔操縦装置を手に持ち、自ら舵とスラ

スタの操縦に当たり、弁天島西方沖合を北上したのち、機関員に指

示し、両舷機の回転数を徐々に下げて減速しながら、同島北西方沖

合からフェリー桟橋南方沖合に向けて東行を開始した。 

   ａ２受審人は、フェリー桟橋南南西方沖合に達して船橋左舷端に
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立ち、両舷機をそれぞれ停止し、１８時５７分半少し前基点から 

１８８.５度１９０メートルの地点で、船首が０３８度を向き、 

８.０ノットの速力のとき、左転を開始した。 

   １８時５８分少し過ぎａ１受審人は、船橋後方の左舷端に立ち、

基点から１１９度４０メートルの地点に至り、船首が０００度に向

き、速力が５.５ノットになったとき、船首尾線と桟橋法線がほぼ

平行で、船首部から可動橋先端までの距離及び横距離がそれぞれ 

１００メートル及び３２メートルとなり、横距離が自身の想定より

も長くなった状況を認め、ａ２受審人が平素の操船方法で両舷機及

びスラスタを長い時間使用すると、平素のようには速力が低減せず、

係船位置で停止することができずに可動橋に向首接近するおそれが

あったが、同人がこれまで着桟操船で失敗しなかったので、ａ２受

審人に指示することなく操船を続けさせ、一時停止する必要が生じ

てから一時停止の指示を出そうと思い、同人と操船を交替し、余裕

のある時機に一時停止してから係船位置への接近を再開するなど、

速力の低減措置を十分にとらなかった。 

   ａ２受審人は、船首尾線と桟橋法線がほぼ平行で横距離が３２メ

ートルとなったのを認めたとき、これまで横距離１０メートルとな

った状態からの着桟操船を行っていたので、約３倍の横距離となっ

た状態からの着桟操船を行うことに戸惑いを感じたが、ａ１受審人

からの指示がなかったことから、平素の操船方法で着桟することと

し、右舷機を極微速力後進とし、続いて左舷機を極微速力前進とし

て船橋左舷窓から顔を出した姿勢で遠隔操縦装置を操作し、係船位

置に達する前に横距離を５メートルとする目的で、一時停止するこ

となく、緩やかに左転を続けた。 

   １８時５９分半僅か前ａ１受審人は、可動橋先端に向首し、  
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２.２ノットの速力で、船首部から可動橋先端までの距離及び横距

離がそれぞれ１１メートル及び１０メートルとなったとき、ａ２受

審人がフェリー桟橋への接近を続けている様子を見て、一時停止し

た方が良いと判断して機関操作を発令することとし、平素であれば

２ノット未満の速力となっている頃なので、前進運転中の左舷機を

停止するだけで一時停止することができると考え、機関操作を発令

した。 

   ａ２受審人は、平素の操船方法では前進運転中の左舷機を停止す

るところ、後進運転中の右舷機を停止するよう指示され、ａ１受審

人の発令に疑問を感じたものの、船長として約１０年間事故を起こ

したことがない同人による発令なので、何か意図があってのことで

あろうと思い、機関員に指示し、右舷機を停止した。 

   ａ１受審人は、続航中、速力が減少しないことを不審に思い、自

身が発令した機関操作の内容をａ２受審人に尋ね、誤って右舷機の

停止を発令したことに気付き、直ちに両舷機の後進を発令したもの

の、及ばず、１８時５９分半基点から００１.５度１００メートル

の地点において、Ａは、船首が３３９度を向き、２.２ノットの速

力となったとき、その船首部が、可動橋先端に衝突した。 

   当時、天候は曇りで風力２の北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期

に当たり、視界は良好であった。 

   その結果、Ａは、船首部外板に凹損を生じ、可動橋は、先端に曲

損等を、陸側基部に破損等をそれぞれ生じたが、のちにいずれも修

理された。 

 

 （原因の考察） 

 本件は、フェリー桟橋に着桟するにあたり、余裕のある時機に一時停
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止していれば、係船位置を越えて可動橋への接近を続けることがなく、

発生しなかったものと認められる。 

 したがって、操船を行っていたａ２受審人が余裕のある時機に一時停

止しなかったことは、本件発生の原因となる。 

 しかしながら、ａ２受審人は、事実の経過で示したとおり、当時、研

修生としてａ１受審人の指導の下で船長昇格のための操船訓練を受けて

おり、同人の意図と違う操船を行いそうな場合にはａ１受審人からすぐ

に両舷機、舵及びスラスタの各使用について指示が出される体制が取ら

れたうえで、同人から教えられた方法により操船を行っていたこと、及

び本件発生時刻の１０秒前、ａ１受審人から初めて発せられた機関操作

の発令にすぐに従っていたことにより、同人の指示どおりに操船を行っ

ていたものと認められる。 

 また、ａ２受審人は、フェリー桟橋への着桟操船を行ったことが５回

ないし６回であったこと及び同人に対する質問調書中、「前夜、操船訓

練のことを考えると寝付けなかった。」旨の供述記載、並びにａ２受審

人の当廷における、「ａ１受審人から一時停止する操船方法を口頭では

教わっていたものの、係船位置に達する前に一時停止したことがなかっ

た。本件発生前、５回ないし６回の着桟操船を行ったときには、フェリ

ー桟橋までの横距離が約１０メートルの状態から係船位置に接近してい

た。初めて横距離が２０メートルないし３０メートルの状態となったの

を見たとき、遠く離れた場所から係船位置に接近することに不安を感じ

たが、研修なので、同人から指示が出ないうちは操船を続けようと思っ

た。船橋左舷端の操船位置から見やすい範囲に速力を表示する計器がな

かったので、数字で速力を確認することができず、また、経験不足によ

りフェリー桟橋に表示された係船位置までの距離を示す目盛等を見て速

力の低減状況を把握する余裕がなかった。」旨の供述により、経験不足
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により、速力の低減状況を把握して余裕のある時機に一時停止する判断

ができる状態ではなかったものと認められる。 

 以上のことから、ａ２受審人が余裕のある時機に一時停止しなかった

ことは、本件発生の原因となるが、同人が、経験不足により、自身で速

力の低減状況を把握して余裕のある時機に一時停止する判断ができず、

指導に当たっていたａ１受審人の指示どおりに着桟操船を行っていたも

のであると認められるので、職務上の過失とするまでもない。 

 

 （主張に対する判断） 

 理事官は、ａ１受審人が、前進運転中の左舷機を停止して一時停止し

ようとした際、操船意図と異なる後進運転中の右舷機停止を指示し、 

ａ２受審人に機関操作の状況を報告させるなど機関操作の確認を十分に

行わなかったことと、同人が、ａ１受審人から後進運転中の右舷機停止

の指示を受けた際、同指示に疑問を持ったが、同人に機関操作の状況を

報告するなど船長の補佐を適切に行わなかったこととが、本件発生の原

因であると主張するので、このことについて検討する。 

 本件は、事実の経過で示したとおり、可動橋先端に向首し、２.２ノ

ットの速力で、船首部から可動橋先端までの距離及び横距離がそれぞれ

１１メートル及び１０メートルとなったとき、ａ１受審人が一時停止し

ようとした際に操船意図と異なる機関操作の発令を行い、その１０秒後

に発生したものである。 

 海上公試運転成績書によれば、Ａは、本件発生時とほぼ同じ喫水状態

で、右舷機のみを使用して前進中に同機を全速力後進としたとき、２ノ

ットの速力に減じてから停止するまでの進出距離が１３メートルであり、

また、令和２年１１月第一種中間検査受検時に上架していたこと及び 

ａ１、ａ２両受審人の当廷における、「本件発生後、令和３年１１月第
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一種中間検査及び船首部修理のために入渠して上架した際、船底の汚れ

は操縦性能に著しく影響を及ぼすほどではなかった。」旨の一致した供

述により、本件発生時、船底の汚れが操縦性能に著しく影響を及ぼすほ

どではなかったと認められ、同進出距離が船底の汚れにより１１メート

ルを下回っていたとは認められない。 

 したがって、Ａは、ａ１受審人が前進運転中の左舷機の停止を正しく

発令したとしても、前示進出距離に、発令後、ａ２受審人が復唱を省略

して機関員へ号令を伝達し、機関員が復唱して左舷機の操作を行い、左

舷機が停止するまでの過程に要する時間に進出する距離を加算した距離

が、船首部から可動橋までの距離１１メートルを上回っていることから、

可動橋との衝突を回避することができなかったものと認められる。 

 次に、仮にａ１受審人が前進運転中の左舷機の停止を正しく発令し、

すぐに両舷機の全速力後進を発令した場合の衝突回避の可能性について

検討する。 

 海上公試運転成績書によれば、Ａは、前進中に両舷機を全速力後進と

したとき、２ノットの速力に減じてから停止するまでの進出距離が９メ

ートルであったが、前示のとおり、船底の汚れが操縦性能に著しく影響

を及ぼすほどではなかったと認められることから、同進出距離が極端に

短縮されていたとは認められない。 

 したがって、Ａは、ａ１受審人が両舷機の全速力後進を発令したとし

ても、前示進出距離に、発令後、ａ２受審人が復唱を省略して機関員へ

号令を伝達し、機関員が復唱して両舷機の操作を行い、右舷機がすぐに

全速力後進の回転数に達したとして、左舷機が停止して後進となるまで

の過程に要する時間に進出する距離を加算した距離が、船首部から可動

橋までの距離１１メートルを下回って可動橋との衝突を確実に避けるこ

とができる状況であったとは認められない。 
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 以上のことから、ａ１受審人が機関操作を発令したときは、すでに可

動橋との衝突を確実に回避することができる時機を逸しており、同人が

操船意図と異なる機関操作を指示した際、ａ１受審人が機関操作の確認

を行わなかったことも、ａ２受審人が、後進運転中の右舷機停止の指示

に疑問を持ち、ａ１受審人に機関操作の状況を報告しなかったことも、

本件発生の原因とはならない。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件可動橋衝突は、夜間、佐世保港第１区において、フェリー桟橋に

着桟するにあたり、速力の低減措置が不十分で、可動橋への接近を続け

たことによって発生したものである。 

 ａ１受審人は、夜間、佐世保港第１区において、ａ２受審人の操船訓

練を兼ねてフェリー桟橋に着桟する目的を持って接近する際、同人の操

船によりＡからフェリー桟橋までの横距離が想定よりも長くなった場合、

ａ２受審人には未経験の状況であり、同人が平素の操船方法で両舷機及

びスラスタを長い時間使用すると、平素のようには速力が低減せず、係

船位置で停止することができずに可動橋に向首接近するおそれがあった

から、係船位置を通過して可動橋に衝突することのないよう、ａ２受審

人と操船を交替し、余裕のある時機に一時停止してから係船位置への接

近を再開するなど、速力の低減措置を十分にとるべき注意義務があった。

ところが、ａ１受審人は、ａ２受審人がこれまで着桟操船で失敗しなか

ったので、同人に指示することなく操船を続けさせ、一時停止する必要

が生じてから一時停止の指示を出そうと思い、速力の低減措置を十分に

とらなかった職務上の過失により、係船位置を通過して可動橋に衝突す

る事態を招き、船体及び可動橋に損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、
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同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 ａ２受審人が余裕のある時機に一時停止しなかったことは、本件発生

の原因となる。しかしながら、以上のａ２受審人の行為は、指導に当た

っていたａ１受審人の指示に従ったものであったことに徴し、職務上の

過失とするまでもない。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年７月６日 

     長崎地方海難審判所 

          審 判 官  八  田  一  郎 


